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403施策番号 3 上下水道などのライフラインの整備･･･････････････････････････

406施策番号 4 沿岸市町をはじめとするまちの再構築･････････････････････････

教育の分野

411政策番号 6 安心して学べる教育環境の確保･････････････････････････････････

414施策番号 1 安全・安心な学校教育の確保･････････････････････････････････

426施策番号 2 家庭・地域の教育力の再構築･････････････････････････････････

431施策番号 3 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実･････････････････････････

防災・安全・安心の分野

436政策番号 7 防災機能・治安体制の回復･････････････････････････････････････

439施策番号 1 防災機能の再構築･･･････････････････････････････････････････

446施策番号 2 大津波等への備え･･･････････････････････････････････････････

450施策番号 3 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化･････････････････

454施策番号 4 安全・安心な地域社会の構築･････････････････････････････････

◇ 参考資料
461参考資料１ 平成３０年度宮城県地方創生総合戦略の評価（一覧表）････････････････

462参考資料２ 平成３０年度宮城県地方創生総合戦略の評価（基本目標評価シート）････

487参考資料３ 平成３０年度政策評価・施策評価について(答申【抜粋】)･･････････････
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Ⅰ はじめに

１ 本書の趣旨

本書は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項の規定により，平成２９年

度における主要な施策の成果に関する説明書として県政の成果をとりまとめるとともに，行政活

動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号）第１０条第１項及び同条例施行規則（平

成１４年宮城県規則第２６号）第１３条の規定により，平成３０年度に実施した政策評価・施策

評価の結果をとりまとめたものです。

２ 対象

本書では，平成２９年度に県が実施した，宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画の体系

に基づく２１政策，５６施策及び施策を構成する事業を掲載の対象としています。

３ 掲載内容

本書では，「Ⅱ 宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画 成果と評価【要旨】」において，行政

活動の評価に関する条例第１０条第２項の規定により，政策評価・施策評価の結果の概要をとり

まとめた「政策評価・施策評価に係る評価書の要旨」を掲載するとともに，「Ⅲ 宮城の将来ビジ

ョン及び宮城県震災復興計画 成果と評価【本編】」において，地方自治法第２３３条第５項並び

に行政活動の評価に関する条例第１０条第１項及び同条例施行規則第１３条の規定により，各政

策・施策・事業の概要及び成果，評価結果等をとりまとめた「県政の成果（主要施策の成果に関

する説明書）」及び「政策評価・施策評価に係る評価書」を掲載しています。

※ 宮城の将来ビジョンとは

激動する内外の情勢変化と地域課題を的確に把握した上で，転機を迎えた社会における

将来の宮城のあるべき姿や目標を県民と共有し，その実現に向けて県が優先的・重点的に

取り組むべき施策を明らかにするため，平成１９年３月に策定したものです。

※ 宮城県震災復興計画とは

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により，甚大な被害を被った本県の震災後

１０年間における復興の道筋を示すため，平成２３年１０月に策定したものです。
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Ⅱ 宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画

成果と評価

【要 旨】



 



Ⅱ 宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画 

成果と評価【要 旨】 

 県では，平成１４年度から行政活動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号。以下「条例」

という。）に基づいて政策評価・施策評価を実施しています。この要旨は，条例第１０条第２項に基づき，

県が平成２９年度の政策，施策及び事業を対象に実施した政策評価・施策評価の評価書の内容を，県民の皆

さまにわかりやすく説明することを目的として作成したものです。 

１ 政策評価・施策評価について 

（１）政策評価・施策評価を行う目的 

①政策決定に必要な情報を提供します

県は，政策，施策及び事業の効果を把握しながら，“宮城の将来像として望ましい社会”を実現する

という目標に照らして客観的な評価を行い，政策判断に必要な情報を提供します。 

②効果的・効率的で質の高い行政を行います

県は，政策，施策及び事業に対する評価の結果をもとに，課題を検証し，今後の政策・施策の展開の

あり方を検討して改善を図るなど，行政運営に適切に反映することにより効果的・効率的で質の高い行

政を行います。 

③県民への説明責任を果たし透明性を向上させます

県は，政策，施策及び事業の評価に関する様々な情報を随時公表し，県民の皆さまに対する説明責任

を果たしながら，行政の透明性の向上を図ります。 

（２）「宮城の将来ビジョン」，「宮城県震災復興計画」及び「宮城の将来ビジョン・震災復興・地

方創生実施計画」の体系と政策評価・施策評価との関係 

県では，平成１９年３月，県政運営の理念として「富県共創！活力とやすらぎの邦づくり」を掲げる「宮

城の将来ビジョン」を策定し，「富県宮城の実現～県内総生産１０兆円への挑戦～」・「安心と活力に満

ちた地域社会づくり」・「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」の３つの政策推進の基本方向に

沿った取組を進めてきたところです。 

また，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災からの今後１０年間における復興の道筋を示すた

め，平成２３年１０月に「宮城県震災復興計画」を策定し，宮城の将来ビジョンの政策・施策と一体的に

推進しているところです。 

平成３０年３月には，「宮城県震災復興計画」の「発展期」において，復旧・復興の進捗や社会経済情

勢の動向などを踏まえ，「創造的な復興」をはじめとする震災復興を進めながら，「宮城の将来ビジョン」

に掲げる将来像の実現に向けた各年度の行財政運営を着実に推進するための中期的なアクションプランと

して，「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画（発展期：平成３０年度～３２年度）」を策

定しました。 
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宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画では，３つの政策推進の基本方向

を細分化した１４の「課題」，宮城の未来をつくる３３の「取組」及び目標達成のための「個別取組」か

らなる体系を定めています。また，宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画では，宮城県震災復興計画

で示した分野別の復興の方向性における７分野ごとの「課題」，復興を推進するための２４の「取組」及

び目標達成のための「個別取組」からなる体系を定めています。 

なお，政策評価・施策評価においては，それぞれの体系における「課題」を「政策」，「取組」を「施

策」，「個別取組」を「事業」として整理し，評価を行っています。 

■「宮城の将来ビジョン」「宮城県震災復興計画」及び「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施

計画」の体系と政策評価・施策評価の関係

政策推進の基本方向（３） 

      

宮城県震災復興計画 

目 的

宮城の将来ビジョン 

手 段

目 的

手 段

【 政 策 】 

14 の課題 7 の課題

【 施 策 】 

目 的
33 の取組  24 の取組 目 的

施策評価 

【 事 業 】 

将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の個別取組 

震災復興実施計画の個別取組 

手 段 手 段

施策評価 

政策評価 政策評価 
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（３）政策評価・施策評価の対象及び方法等 

政策評価・施策評価は，政策，施策及び事業について，それらの全体の体系や相互の関係（各々の目的

－手段の関係）を踏まえて包括的に評価を行うものであることから，政策評価と施策評価は一連のものと

して行います。 

政策評価は，政策を構成する各施策の成果の状況や課題等を総括し，大きな視点から県政の状況を把握

するものです。 

施策評価は，施策に設定された目標指標等（長期的な目標を定量的又は定性的に示す方法により設定し

た指標）の達成状況や施策を構成する各事業の状況などから，前年度の県の施策の成果を評価し，その課

題を検証して次年度の対応方針を示すものです。また，事業の有効性等について分析し，事業の質の向上

を図ります。 

平成３０年度政策評価・施策評価では，宮城の将来ビジョン，宮城県震災復興計画及び宮城の将来ビジ

ョン・震災復興・地方創生実施計画（再生期：平成２６年度～２９年度）をもとに，平成２９年度に実施

した政策，施策及び事業について評価を行いました。 

①評価の対象及び評価項目

政策評価 施策評価 

評価対象 

「宮城の将来ビジョン」，「宮城県震災復興

計画」及び「宮城の将来ビジョン・震災復興

・地方創生実施計画」で定めた政策及び施

策 

「宮城の将来ビジョン」，「宮城県震災復興計

画」及び「宮城の将来ビジョン・震災復興・地

方創生実施計画」で定めた施策及び事業 

評価項目 
○政策の成果

○政策を推進する上での課題と対応方針

○施策の成果

○施策を推進する上での課題と対応方針

評価基準 ○施策の成果等

○目標指標等の達成状況

○県民意識

○社会経済情勢等

○事業の実績及び成果

②政策評価・施策評価の実施方法

県の各担当部局が，それぞれ担当する政策，施策及び事業について評価します。

その際には，評価の客観性を確保するため，有識者で構成する宮城県行政評価委員会の意見を聴き，

評価に反映します。また，広く県民からも意見を聴き，評価に反映する仕組みとなっています。 
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（４）政策評価・施策評価の流れ 

①政策評価・施策評価基本票（県の評価原案）の作成  【フロー図１，２】

県は，政策評価シート，施策評価シート等からなる基本票を作成して，政策・施策を自ら評価します。 

②宮城県行政評価委員会などからの意見聴取  【フロー図３～７】

上記①の県による評価の客観性を確保し，評価過程の透明性を高めるため，自ら評価した内容につい

て，県民意見聴取を行うほか，宮城県行政評価委員会の意見を聴き，その意見を評価結果に適切に反映

させることとしています。 

③県の対応方針と評価書の作成  【フロー図８～１１】

その後，上記委員会の意見に対する県の対応方針と，それを踏まえた最終的な評価結果を記載した「評

価書」を作成して公表するとともに，県議会に報告することとしています。 

④反映状況を説明する書面の作成  【フロー図１２～１５】

評価結果については，翌年度の政策，施策及び事業に関する企画立案や予算編成並びに組織運営方針

を決定する際の情報として活用し，適切に反映させることとしています。反映状況を説明する書面は公

表するとともに，県議会に報告することとしています。 

《 フロー図 》 

７ 答申 

前年度末

～ 

５月 

２ 基本票及び要旨の 

公表 

  （条例第５条第２項） 

１ 政策評価・施策評価基本票（県の評

価原案）及び要旨の作成 

（条例第５条第１項） 

５月 

～ 

１０月 

１０月 

～ 

２月 

５ 県民意見聴取 

 （条例第９条第１項） 

６ 県民意見聴取結果の公表 

（条例第９条第２項） 

４ 宮城県行政評価委員

会（政策評価部会）で

の審議 

     （条例第８条第１項） 

８ 宮城県行政評価委員会の意見に対

する県の対応方針の作成及び政策

評価・施策評価の評価結果を記載し

た評価書及び要旨の作成 

（条例第１０条第１項） 

12 評価結果の企画立案など    

への活用・反映 

13  評価結果の反映状況説明 

  書面及び要旨の作成 

（条例第１１条第２項） 

９ 評価書及び要旨の 

公表 

（条例第１０条第２項） 

10 評価結果の議会への報告 
（条例第１２条第１項） 

11 県民意見聴取結果の評価への

反映状況の公表 

 （条例第９条第３項） 

14 評価結果の反映状況説明書面

及び要旨の公表 
（条例第１１条第２項） 

15 評価結果の反映状況の議会へ

の報告 
（条例第１２条第２項）

３ 諮問 
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２ 県が行った政策評価・施策評価の状況  （条例第５条第１項）  

（１）宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系における政策評価

・施策評価の状況 

①政策評価の状況

政策評価では，宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画で定めた政策と

政策を構成する施策について，政策評価シート（評価原案）を作成しました。 

 政策評価シートでは，政策を構成する施策の成果等から，政策の成果を評価し，政策を推進する上で

の課題と対応方針をまとめました。 

【政策評価「政策の成果」に係る評価の区分】 

順 調：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成果等から見て，

政策の成果が十分にあり，進捗状況が順調であると判断されるもの。 

概 ね 順 調：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成果等から見て，

政策の成果がある程度あり，進捗状況が概ね順調であると判断されるもの。 

やや遅れている：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成果等から見て，

政策の成果があまりなく，進捗状況がやや遅れていると判断されるもの。 

遅 れ て い る：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成果等から見て，

政策の成果がなく，進捗状況が遅れていると判断されるもの。 

評価原案の状況は次のとおりです。 

「概ね順調」と判断した政策は１０政策，「やや遅れている」と判断した政策は４政策で，「順調」

及び「遅れている」と判断した政策はありませんでした。 

0 4 1 0 5

0 3 2 0 5

0 3 1 0 4
人と自然が調和した美しく安
全な県土づくり

14

計政策評価（原案）
（政策の成果）

政策数

順調 概ね順調

0 10 4

やや
遅れている

遅れている

評価の区分

　　政策推進の基本方向別内訳

富県宮城の実現～県内総
生産１０兆円への挑戦～

安心と活力に満ちた地域社
会づくり

0
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②施策評価の状況 

施策評価では，宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画で定めた施策と

施策を構成する事業について，施策評価シート（評価原案）を作成しました。 

施策評価シートでは，目標指標等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から

施策の成果を評価し，施策を推進する上での課題と対応方針をまとめました。 

 

【施策評価「施策の成果」に係る評価の区分】 

順 調：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標等の達成状況，

県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策の成果が十分に

あり，進捗状況が順調であると判断されるもの。 

概 ね 順 調：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標等の達成状況，

県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策の成果がある程

度あり，進捗状況が概ね順調であると判断されるもの。 

やや遅れている：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標等の達成状況，

県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策の成果があまり

なく，進捗状況がやや遅れていると判断されるもの。 

遅 れ て い る：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標等の達成状況，

県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策の成果がなく，

進捗状況が遅れていると判断されるもの。 

 

評価原案の状況は，次のとおりです。 

  「順調」と判断した施策は１施策，「概ね順調」と判断した施策は２１施策，「やや遅れている」と

判断した施策は１１施策で，「遅れている」と判断した施策はありませんでした。 

   

0 9 3 0 12

1 7 6 0 14

0 5 2 0 7

やや
遅れている

遅れている

施策数

富県宮城の実現～県内総
生産１０兆円への挑戦～

安心と活力に満ちた地域社
会づくり

人と自然が調和した美しく安
全な県土づくり

　　政策推進の基本方向別内訳

評価の区分

計施策評価（原案）
(施策の成果)

33

順調 概ね順調

1 21 11 0

 

 

なお，各政策評価・施策評価の評価原案の状況は，資料「政策評価・施策評価 評価状況一覧表」（P.14

～17）中，「評価原案 政策・施策の成果」の欄を御覧ください。 
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（２）宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画の体系における政策評価・施策評価の状況 

①政策評価の状況 

政策評価では，宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画で定めた政策と政策を構成する施策につい

て，政策評価シート（評価原案）を作成しました。 

  政策評価シートでは，政策を構成する施策の成果等から，政策の成果を評価し，政策を推進する上で

の課題と対応方針をまとめました。 

 

  評価原案の状況は次のとおりです。 

「概ね順調」と判断した政策は７政策で，「順調」，「やや遅れている」及び「遅れている」と判断

した政策はありませんでした。 

 

計
政策評価（原案）

(政策の成果)

政策数 7

評価の区分

順調

0 7 0 0

概ね順調
やや

遅れている
遅れている

 

※評価の区分については，宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系における 

政策評価「政策の成果」に係る評価の区分と同じ。 

 

②施策評価の状況 

施策評価では，宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画で定めた施策と施策を構成する事業につい

て，施策評価シート（評価原案）を作成しました。 

施策評価シートでは，目標指標等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から

施策の成果を評価し，施策を推進する上での課題と対応方針をまとめました。 

 

評価原案の状況は，次のとおりです。 

「概ね順調」と判断した施策は２１施策，「やや遅れている」と判断した施策は２施策で，「順調」

及び「遅れている」と判断した施策はありませんでした。 

 

施策数

計施策評価（原案）
(施策の成果)

評価の区分

順調

230 21 2 0

概ね順調
やや

遅れている
遅れている

 

※評価の区分については，宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系における 

施策評価「施策の成果」に係る評価の区分と同じ。 

※施策「廃棄物の適正処理」については，復旧期で処理が完了。 

 

なお，各政策評価・施策評価の評価原案の状況は，資料「政策評価・施策評価 評価状況一覧表」（P.18

～19）中，「評価原案 政策・施策の成果」の欄を御覧ください。  
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３ 宮城県行政評価委員会の政策評価・施策評価に係る意見   （条例第８条第１項）  

（１）政策評価・施策評価に係る宮城県行政評価委員会の審議      

①審議状況 

   県は，平成３０年５月１５日付けで宮城県行政評価委員会に対し,県が行った２１政策５６施策に係る

政策評価・施策評価について諮問しました。宮城県行政評価委員会（政策評価部会）では５月から７月

にかけて，部会及び分科会を開催して調査審議を行い，８月６日にその結果が答申されました。 

   

②審議方法 

   宮城県行政評価委員会政策評価部会では，宮城の将来ビジョンに定められた３つの政策推進の基本方

向ごとに分科会を置き，宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画に係る「政

策評価・施策評価基本票」の内容について調査審議が行われました。また，宮城県震災復興計画及び震

災復興実施計画に係る各基本票の記載内容については，政策推進の基本方向を踏まえ，関連する分科会

において調査審議が行われました。 

 

（２）宮城県行政評価委員会の意見（答申） 

宮城県行政評価委員会での審議の結果，県の評価項目「政策・施策の成果」の妥当性について判定（３

区分）が行われるとともに，「政策・施策の成果」及び「政策・施策を推進する上での課題と対応方針」

の各々に意見が付されました（各政策評価・施策評価に付された意見の内容は，評価書の「宮城県行政評

価委員会の意見（評価原案に対する意見）及び県の対応方針」欄の上段の欄に掲載しています）。 

判定の状況は次のとおりです。 

 

①宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系の政策・施策の調査

審議結果 
 

   【県の政策評価に対する判定及び意見（１４政策）】 

評価項目 判定及び意見 

政策の成果 

適切 概ね適切 要検討 

６政策 ６政策 ２政策 

政策を推進する上での課題と

対応方針 

意見を付した政策数 

１３政策 

 

 

【県の施策評価に対する判定及び意見（３３施策）】 

評価項目 判定及び意見 

施策の成果 

適切 概ね適切 要検討 

１８施策 ９施策 ６施策 

施策を推進する上での課題と

対応方針 

意見を付した施策数 

２６施策 

 

－10－



②宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画の体系の政策・施策の調査審議結果

  【県の政策評価に対する判定及び意見（７政策）】 

評価項目 判定及び意見 

政策の成果 

適切 概ね適切 要検討 

１政策 ５政策 １政策 

政策を推進する上での課題と

対応方針 

意見を付した政策数 

５政策 

【県の施策評価に対する判定及び意見（２３施策）】 

評価項目 判定及び意見 

施策の成果 

適切 概ね適切 要検討 

１１施策 １１施策 １施策 

施策を推進する上での課題と

対応方針 

意見を付した施策数 

１０施策 

なお，各政策評価・施策評価の調査審議結果は，資料「政策評価・施策評価 評価状況一覧表」（P.14

～19）中，「県の評価原案に対する宮城県行政評価委員会の判定」欄を御覧ください。 

４ 県の政策評価・施策評価に係る県民意見聴取 （条例第９条第１項）

県では，平成３０年５月２１日から，県のホームページ及び県政情報センター等において，政策評価・施

策評価基本票とその要旨を公表しました。また，５月２１日から６月２１日までの間，これに関する県民か

らの意見募集を行ったところ，４件の意見提出がありました。意見の内容は資料２「県民意見の反映状況に

ついて」（P.20～22）に記載しています。 

県の評価原案「政策・施策の成果」に対する判定の区分 

適   切：県の評価原案について，評価の理由が十分であり，「政策・施策の成果」の評価は妥当

であると判断されるもの 

概ね適切：県の評価原案について，評価の理由に一部不十分な点が見られるものの，「政策・施策

の成果」の評価は妥当であると判断されるもの 

要 検 討：県の評価原案について，評価の理由が不十分で，「政策・施策の成果」の評価の妥当性

を認めることができず，県が最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要がある

と判断されるもの 

県の評価原案「政策・施策の成果」に対する判定の区分 

 判定区分については宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系と

同じ。 
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５ 宮城県行政評価委員会の意見に対する
  県の対応方針と政策評価・施策評価の評価結果 （条例第１０条第１項） 

（１）県の対応方針 

 県では，条例の規定に基づき，宮城県行政評価委員会の答申で示された意見に対する県の対応方針と，

その方針を踏まえた最終的な評価結果を記載した「評価書」（成果と評価【本編】）を作成して公表す

るとともに，県議会に報告します。 

各政策評価・施策評価の判定及び意見に対する対応方針は，評価書の「委員会意見に対する県の対応方

針」欄に記載していますが，判定結果を真摯に受け止めるとともに，特に，「要検討」とされた政策・施

策については，県が行った評価に対し強い改善を求めるものであることから，十分な対応を図っていくこ

ととしています。 

（２）政策評価・施策評価の評価結果 

  県では，宮城県行政評価委員会の答申で示された意見の内容を十分に受け止めて対応方針を検討しなが

ら県の評価原案を見直し，最終的な県の評価結果を作成しました。 

  「政策・施策の成果」について，委員会の意見を踏まえ，評価原案から「評価の区分」を修正したほか，

「政策・施策の成果」の判断理由である「評価の理由」の内容を修正しました。また，「政策・施策を推

進する上での課題と対応方針」についても，原案の内容を修正しました。各政策・施策の評価結果の内容

は，評価書の「政策・施策評価」欄及び「政策・施策を推進する上での課題と対応方針」欄に記載してい

ます。 

【評価の区分を修正した政策・施策名と修正点】 

○宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画の体系

①政策番号７ 施策番号１「防災機能の再構築」

・「概ね順調」から「順調」に修正。
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   評価結果の状況は，次のとおりです。 

 

①宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系の政策・施策評価 

 

政策評価・施策評価 

（政策・施策の成果） 

評価の区分 

計 
順調 概ね順調 

やや 

遅れている 
遅れている 

政策評価 

(政策数) 

評価結果 ０ １０ ４ ０ １４ 

基
本
方
向
別
内
訳 

富県宮城の実現～県内総生

産１０兆円への挑戦～ 
０ ４ １ ０ ５ 

安心と活力に満ちた地域社

会づくり 
０ ３ ２ ０ ５ 

人と自然が調和した美しく

安全な県土づくり 
０ ３ １ ０ ４ 

（参考）評価原案 ０ １０ ４ ０ １４ 

施策評価 

(施策数) 

評価結果 １ ２１ １１ ０ ３３ 

基
本
方
向
別
内
訳 

富県宮城の実現～県内総生

産１０兆円への挑戦～ 
０ ９ ３ ０ １２ 

安心と活力に満ちた地域社

会づくり 
１ ７ ６ ０ １４ 

人と自然が調和した美しく

安全な県土づくり 
０ ５ ２ ０ ７ 

（参考）評価原案 １ ２１ １１ ０ ３３ 

 

 

 

②宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画の体系の政策・施策評価 

 

政策評価・施策評価 

（政策・施策の成果） 

評価の区分 

計 
順調 概ね順調 

やや 

遅れている 
遅れている 

政策評価 

(政策数) 

評価結果 ０ ７ ０ ０ ７ 

（参考）評価原案 ０ ７ ０ ０ ７ 

施策評価 

(施策数) 

評価結果 １ ２０ ２ ０ ２3 

（参考）評価原案 ０ ２１ ２ ０ ２３ 

 

 

なお，各政策評価・施策評価の最終評価結果は，資料「政策評価・施策評価 評価状況一覧表」（P.14～

19）中，「評価結果 政策・施策の成果」欄を御覧ください。 
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製造品出荷額等（食料品製造業を除く） Ａ

製造品出荷額等（高度電子機械産業分） Ａ

製造品出荷額等（自動車産業分） Ａ

企業立地件数 Ｃ

企業集積等による雇用機会の創出数 Ａ

産業技術総合センターによる技術改善支援件数 Ａ

産学官連携数 Ａ

知的財産の支援（特許流通成約）件数 Ａ

製造品出荷額等（食料品製造業） Ａ

1事業所当たり粗付加価値額（食料品製造業） Ａ

企業立地件数（食品関連産業等） Ａ

サービス業の付加価値額 Ａ

情報関連産業売上高 Ｎ

企業立地件数（開発系ＩＴ企業（ソフトウェア開発企
業））

Ａ

観光客入込数 Ｂ

観光消費額 Ｃ

外国人観光客宿泊者数 Ａ

主要な都市農山漁村交流拠点施設の利用人口 Ａ

農業産出額 Ｂ

水田フル活用・生産調整地内の作付率 Ａ

飼料用米の作付面積 Ａ

園芸作物産出額 Ｃ

アグリビジネス経営体数 Ｂ

林業産出額 Ｂ

優良みやぎ材の出荷量 Ｂ

漁業生産額 Ａ

主要5漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜）に
おける水揚金額

Ａ

水産加工品出荷額 Ｎ

学校給食の地場産野菜などの利用品目数の割合 Ｂ

県内木材需要に占める県産材シェア Ｎ

環境保全型農業取組面積 Ｂ

みやぎ食の安全安心取組宣言者数 Ｂ

宮城県の貿易額（県内港湾・空港の輸出入額） Ｂ

県の事業をきっかけとした海外企業等との年間成
約件数

Ｃ

企業誘致件数（進出外資系企業数） Ａ

全国平均と比較した東北地方の一人当たり県民所
得の割合

Ｎ

東北地方の転入超過数（他ブロックとの比較順位） Ｃ

東北地方の延べ宿泊者数（観光目的50%以上・従
業員数10人以上の施設）

Ｂ

東北地方の完成自動車の港湾取扱貨物量（移出
分）

Ｂ

やや
遅れている

9

自立的に発展
できる経済シス
テム構築に向け
た広域経済圏
の形成

やや
遅れている

適切
やや

遅れている

4
アジアに開かれ
た広域経済圏
の形成

やや
遅れている

適切
やや

遅れている

8

地産地消や食
育を通じた需要
の創出と食の安
全安心の確保

やや
遅れている

適切

3
地域経済を支え
る農林水産業
の競争力強化

概ね順調 適切 概ね順調

6

7

県内企業のグ
ローバルビジネ
スの推進と外資
系企業の立地
促進

やや
遅れている

概ね適切

やや
遅れている

競争力ある農林
水産業への転
換

概ね順調 適切 概ね順調

概ね順調 概ね適切 概ね順調

4

高付加価値型
サービス産業・
情報産業及び
地域商業の振
興

概ね順調 適切 概ね順調

2

観光資源，知的
資産を活用した
商業・サービス
産業の強化

概ね順調 概ね適切 概ね順調

3

豊かな農林水
産資源と結びつ
いた食品製造
業の振興

5

地域が潤う，訪
れてよしの観光
王国みやぎの
実現

政策推進の基本方向１　富県宮城の実現　～県内総生産１０兆円への挑戦～

1
育成・誘致によ
る県内製造業
の集積促進

概ね順調 適切 概ね順調

1

地域経済を力
強くけん引する
ものづくり産業
（製造業）の振
興

概ね順調

概ね順調 概ね適切 概ね順調

適切 概ね順調

2

産学官の連携
による高度技術
産業の集積促
進

概ね順調 概ね適切 概ね順調

評価原案

施策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

施策の成果

【参　　考】

目標指標等の名称及び達成度

政策評価・施策評価　評価状況一覧表　【評価結果】

（１）宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の体系

政
策
番
号

政策名
評価原案

政策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

政策の成果

施
策
番
号

施策名

資 料 １
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ライフステージに応じた基幹プログラムの推進数 Ｂ

県が関与する高度人材養成事業の受講者数 Ａ

基幹産業関連公共職業訓練の修了者数 Ｂ

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校率 Ｂ

第一次産業における新規就業者数 Ｎ

創業や経営革新の支援件数 Ａ

農業経営改善計画の認定数（認定農業者数） Ｂ

集落営農数 Ｂ

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量 Ａ

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテナ貨
物除き）

Ａ

仙台空港乗降客数 Ｂ

仙台空港国際線乗降客数 Ｃ

高速道路のインターチェンジに40分以内で到達可
能な人口の割合

Ａ

合計特殊出生率 Ｂ

育児休業取得率（男性） Ｃ

育児休業取得率（女性） Ａ

保育所等利用待機児童数（仙台市を除く） Ｃ

宮城県庁における男性職員の育児休業取得率
（％）

Ｂ

朝食を欠食する児童の割合（小学6年生） Ｃ

平日，午後10時より前に就寝する児童の割合（小
学6年生）

Ｂ

平日，午前6時30分より前に起床する児童の割合
（小学6年生）

Ａ

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で
使う時間が3時間以上」と答えた児童生徒の割合
（小学5年生）

Ｃ

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で
使う時間が3時間以上」と答えた児童生徒の割合
（中学2年生）

Ｎ

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で
使う時間が3時間以上」と答えた児童生徒の割合
（高校2年生）

Ｃ

「市町村家庭教育支援チーム」を設置する市町村
数

Ｃ

地域学校協働本部を設置する市町村数 Ｃ

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録
数（企業・団体）

Ａ

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録
数（個人）

Ａ

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の活用
件数

Ａ

「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合（小学6
年生）

Ｂ

「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合（中学3
年生）

Ｂ

「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合（高校2
年生）

Ｂ

全国平均正答率とのかい離（小学6年生） Ｃ

全国平均正答率とのかい離（中学3年生） Ｃ

児童生徒の家庭等での学習時間（小学6年生：30
分以上の児童の割合）

Ｂ

児童生徒の家庭等での学習時間（中学3年生：1時
間以上の生徒の割合）

Ａ

児童生徒の家庭等での学習時間（高校2年生：2時
間以上の生徒の割合）

Ｂ

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのか
い離

Ａ

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい
離

Ａ

体験活動やインターンシップの実施校率（体験学
習（農林漁業）に取り組む小学校の割合）

Ｂ

体験活動やインターンシップの実施校率（職場体
験に取り組む中学校の割合）

Ａ

体験活動やインターンシップの実施校率（公立高
等学校生徒のインターンシップ実施校率）

Ｂ

県及び県教育委員会が主催する幼稚園教諭，保
育士等を対象とした研修会の参加者数（悉皆研修
を除く）

Ｂ

県立学校での一斉学習における「MIYAGI Style」の
実施校数

Ｂ

7
将来の宮城を
担う子どもの教
育環境づくり

やや
遅れている

要検討
やや

遅れている

要検討
やや

遅れている

14

家庭・地域・学
校の協働による
子どもの健全な
育成

やや
遅れている

要検討
やや

遅れている

着実な学力向
上と希望する進
路の実現

やや
遅れている

要検討
やや

遅れている15

6
子どもを生み育
てやすい環境づ
くり

やや
遅れている

要検討
やや

遅れている

13

12
宮城の飛躍を
支える産業基盤
の整備

概ね順調

次代を担う子ど
もを安心して生
み育てることが
できる環境づく
り

やや
遅れている

評価原案

政策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

政策の成果

適切 概ね順調

政策推進の基本方向２　安心と活力に満ちた地域社会づくり

適切 概ね順調

11
経営力の向上と
経営基盤の強
化

概ね順調 適切 概ね順調

【参　　考】

目標指標等の名称及び達成度

5
産業競争力の
強化に向けた条
件整備

概ね順調 概ね適切 概ね順調

10
産業活動の基
礎となる人材の
育成・確保

概ね順調

施
策
番
号

施策名
評価原案

施策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

施策の成果

政
策
番
号

政策名
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「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒
の割合（小学6年生）

Ｂ

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒
の割合（中学3年生）

Ｂ

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児
童生徒の割合（小学6年生）

Ｂ

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児
童生徒の割合（中学3年生）

Ｂ

不登校児童生徒の在籍者比率（小学校） Ｃ

不登校児童生徒の在籍者比率（中学校） Ｃ

不登校児童生徒の在籍者比率（高等学校） Ｃ

不登校児童生徒の再登校率（小・中） Ｂ

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を行っ
ている」と答えた小・中学校の割合（小学校）

Ａ

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を行っ
ている」と答えた小・中学校の割合（中学校）

Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離（小学5年生（男））

Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離（小学5年生（女））

Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離（中学2年生（男））

Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離（中学2年生（女））

Ｃ

保護者及び地域住民等に対して学校公開を実施し
ている学校（小・中）の割合（小学校）

Ｂ

保護者及び地域住民等に対して学校公開を実施し
ている学校（小・中）の割合（中学校）

Ｂ

学校関係者評価を広く公表している県立高等学校
の割合

Ｂ

学校外の教育資源を活用している公立高等学校
の割合

Ｂ

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校
の児童生徒と交流及び共同学習した割合

Ｂ

基金事業における新規雇用者数 Ａ

正規雇用者数 Ａ

高年齢者雇用率 Ａ

新規高卒者の就職内定率 Ｂ

ジョブカフェ利用者（併設の仙台学生職業センター
を含む）の就職者数

Ａ

障害者雇用率 Ｂ

介護職員数 Ｂ

第一次産業における新規就業者数 Ｎ

県の施策による自治体病院等（県立病院を除く）へ
の医師配置数

Ａ

病院収容時間 Ｃ

病院及び介護サービス施設，事業所に従事するリ
ハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士）の数

Ａ

新規看護職員充足率 Ｂ

認定看護師数 Ｃ

健康寿命（要介護2以上の認定者数をもとに算定し
たもの）男性

Ａ

健康寿命（要介護2以上の認定者数をもとに算定し
たもの）女性

Ｂ

3歳児のむし歯のない人の割合 Ｂ

自殺死亡率（人口10万対） Ａ

認知症サポーター数 Ａ

主任介護支援専門員数 Ｂ

介護予防支援指導者数 Ｎ

週1回以上実施される住民運営の介護予防活動参
加率

Ｃ

生活支援コーディネーター修了者数 Ａ

特別養護老人ホーム入所定員数 Ｂ

介護職員数 Ｂ

就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均月
額

Ｂ

グループホーム利用者数 Ｂ

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入院
後3ヶ月時点退院率）

Ｃ

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入院
後1年時点退院率）

Ａ

入院中の精神障害者の地域生活への移行（在院
期間1年以上の長期入院者数）

Ｎ

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づく
適合証の交付割合

Ｃ

障害があっても
安心して生活で
きる地域社会の
実現

概ね順調 適切 概ね順調

8
生涯現役で安
心して暮らせる
社会の構築

概ね順調 概ね適切 概ね順調

22

生涯を豊かに暮
らすための健康
づくり

概ね順調 適切 概ね順調

21
高齢者が元気
に安心して暮ら
せる環境づくり

概ね順調 適切 概ね順調

20

多様な就業機
会や就業環境
の創出

概ね順調 概ね適切 概ね順調

19
安心できる地域
医療の充実

概ね順調 適切 概ね順調

18

要検討
やや

遅れている

17

児童生徒や地
域のニーズに応
じた特色ある教
育環境づくり

概ね順調 適切 概ね順調

【参　　考】

目標指標等の名称及び達成度

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

施策の成果

7
将来の宮城を
担う子どもの教
育環境づくり

やや
遅れている

要検討
やや

遅れている

16
豊かな心と健や
かな体の育成

やや
遅れている

施
策
番
号

施策名
評価原案

施策の成果

政
策
番
号

政策名
評価原案

政策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

政策の成果
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みやぎ県民大学講座における受講率 Ｂ

市町村社会教育講座の参加者数（人口千人当た
り）

Ｃ

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品
者・出演者等の数）

Ａ

総合型地域スポーツクラブの市町村における育成
率

Ｂ

商店街再生加速化計画策定数 Ａ

1人当たり年間公共交通機関利用回数 Ｂ

地域公共交通網形成計画策定数 Ａ

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたＵＩＪターン
就職者数

Ａ

地域再生計画の認定数 Ａ

刑法犯認知件数 Ａ

県内各市町村における「安全・安心まちづくり」に関
する条例制定数

Ａ

市町村における安全・安心まちづくりに関する推進
組織の設置状況数

Ａ

多言語による生活情報の提供実施市町村数 Ａ

外国人相談対応の体制を整備している市町村数 Ｃ

日本語講座開設数 Ｃ

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） Ｎ

みやぎ環境税を活用した県及び市町村事業による
二酸化炭素削減量

Ａ

太陽光発電システムの導入出力数 Ａ

クリーンエネルギー自動車の導入台数 Ｎ

間伐による二酸化炭素吸収量（民有林） Ｃ

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量 Ｂ

一般廃棄物リサイクル率 Ｂ

産業廃棄物排出量 Ｂ

産業廃棄物リサイクル率 Ａ

豊かな自然環境の保護・保全を目的とした指定地
域の県土面積に占める割合

Ａ

地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協
働活動に参加した人数

Ａ

松くい虫被害による枯損木量 Ｃ

沿道における浮遊粒子状物質の環境基準達成率 Ａ

アドプトプログラム認定団体数 Ａ

農村の地域資源の保全活動を行った面積 Ｂ

景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数 Ｃ

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数 Ｃ

多数の者が利用する特定建築物の耐震化率 Ａ

要改修区間延長に対し時間雨量40mm相当の降雨
により想定される水害を防止できる河川区間延長
の増加率

Ｃ

土砂災害危険箇所におけるハード対策実施箇所
数

Ｂ

土砂災害危険箇所におけるソフト対策実施箇所数 Ａ

土砂災害から守られる住宅戸数 Ｂ

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数 Ｂ

自主防災組織の組織率 Ｂ

○
○

○
○

○
○

概ね順調

「評価原案　政策の成果」は，政策を構成する施策の成果等から，進捗状況について「順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている」の4区分により評価しています。
「評価原案　施策の成果」は，本表に掲載している目標指標等の達成状況のほか，県民意識，社会経済情勢，施策を構成する事業の実績及び成果等を踏まえて，進捗状況について「順調・
概ね順調・やや遅れている・遅れている」の4区分により評価しています。
宮城県行政評価委員会の判定は，県の「評価原案　政策・施策の成果」の妥当性について「適切・概ね適切・要検討」の３区分により判定されたものです。
県では「政策・施策を推進する上での課題と対応方針」について，政策・施策の進捗状況等を踏まえて評価していますが，記述方式で評価を行っているため，本一覧には県の評価状況を掲
載していません。また，宮城県行政評価委員会からは，県が示す課題と対応方針に対する意見を頂いています。具体的な内容については評価書を御覧ください。
「評価結果　政策・施策の成果」は，宮城県行政評価委員会の答申（判定及び意見）を踏まえて県の評価原案を見直し，最終的な評価を行った結果です。
目標指標等の達成度の区分は，次のとおりです。
　　Ａ：目標値を達成している(達成率100％以上）　Ｂ：目標値を達成しておらず，達成率80％以上100％未満　Ｃ：目標値を達成しておらず，達成率80％未満
　　Ｎ：（判定不能）実績値が把握できない等の理由で，判定できない。

31

巨大地震に備
えた施設整備や
情報ネットワー
クの充実

概ね順調 概ね適切 概ね順調

32

洪水や土砂災
害などの大規模
自然災害対策
の推進

概ね順調 適切 概ね順調
14

巨大地震など大
規模災害による
被害を最小限に
する県土づくり

概ね順調 概ね適切 概ね順調

33
地域ぐるみの防
災体制の充実

概ね順調 概ね適切

豊かな自然環
境，生活環境の
保全

概ね順調 適切 概ね順調

13

住民参画型の
社会資本整備
や良好な景観
の形成

やや
遅れている

概ね適切
やや

遅れている

12
豊かな自然環
境，生活環境の
保全

概ね順調 適切 概ね順調 29

30

住民参画型の
社会資本整備
や良好な景観
の形成

やや
遅れている

概ね適切
やや

遅れている

適切
やや

遅れている

28

廃棄物等の３Ｒ
（発生抑制・再
使用・再生利
用）と適正処理
の推進

概ね順調 適切 概ね順調

政策推進の基本方向３　人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

11
経済・社会の持
続的発展と環境
保全の両立

概ね順調 適切 概ね順調

27

環境に配慮した
社会経済システ
ムの構築と地球
環境保全への
貢献

やや
遅れている

概ね順調

10

だれもが安全
に，尊重し合い
ながら暮らせる
環境づくり

概ね順調 適切 概ね順調

25
安全で安心なま
ちづくり

順調 適切 順調

26
外国人も活躍で
きる地域づくり

やや
遅れている

要検討
やや

遅れている

9

コンパクトで機
能的なまちづく
りと地域生活の
充実

概ね順調 概ね適切 概ね順調 24

コンパクトで機
能的なまちづく
りと地域生活の
充実

概ね順調 概ね適切

【参　　考】

目標指標等の名称及び達成度

8
生涯現役で安
心して暮らせる
社会の構築

概ね順調 概ね適切 概ね順調 23

生涯学習社会
の確立とスポー
ツ・文化芸術の
振興

やや
遅れている

施
策
番
号

施策名
評価原案

施策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

施策の成果

要検討
やや

遅れている

政
策
番
号

政策名
評価原案

政策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

政策の成果
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災害公営住宅の整備戸数 Ｂ

被災地におけるコミュニティ再構築活動を行
う団体への助成件数

Ａ

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換
算）

Ｎ

太陽光発電システムの導入出力数 Ａ

被災した病院，有床診療所の復旧箇所数 Ｂ

災害拠点病院の耐震化完了数 Ａ

県の施策による地域医療連携システムへの
接続施設数

Ｂ

被災した保育所の復旧箇所数 Ｂ

被災した児童館及び児童センターの復旧箇
所数

Ｂ

被災した高齢者福祉施設の復旧箇所数 Ａ

被災した障害者福祉施設の復旧箇所数 Ｂ

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立
地補助金の採択企業数

Ｂ

復興に向けた相談助言や取引拡大・販路開
拓等の支援企業数

Ａ

仮設店舗から本設店舗への事業者移行率 Ｂ

観光客入込数 Ｂ

基金事業における新規雇用者数（震災後） Ａ

正規雇用者数 Ａ

新規高卒者の就職内定率 Ｂ

津波被災農地の復旧面積 Ｂ

津波被災地域における農地復興整備面積 Ｂ

被災地域における先進的園芸経営体（法人）
数

Ｂ

高能力繁殖雌牛導入・保留頭数 Ａ

効率的・安定的農業経営を営む担い手への
農地利用集積率

Ｂ

被災した木材加工施設における製品出荷額 Ａ

優良みやぎ材の出荷量 Ｂ

海岸防災林（民有林）復旧面積 Ａ

被災地域における木質バイオマス活用量 Ｎ

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩
釜）における水揚金額

Ａ

水産加工品出荷額 Ｎ

沿岸漁業新規就業者数 Ｎ

4
一次産業を牽
引する食産業の
振興

概ね順調 概ね適切 概ね順調 製造品出荷額等（食料品製造業） Ａ Ⅱ

Ⅱ

魅力ある農業・
農村の再興

概ね順調 適切 概ね順調 Ⅱ

2
活力ある林業の
再生

概ね順調 適切 概ね順調4
農林水産業の
早期復興

概ね順調 概ね適切 概ね順調

1

Ⅲ

3
雇用の維持・確
保

概ね順調 概ね適切 概ね順調 Ⅲ

3

「富県宮城の実
現」に向けた経
済基盤の再構
築

概ね順調 要検討 概ね順調

Ⅱ

3
新たな水産業の
創造

概ね順調 適切 概ね順調

ものづくり産業
の復興

概ね順調 適切 概ね順調 Ⅲ

2
商業・観光の再
生

やや
遅れている

適切
やや

遅れている

1

適切 概ね順調 Ⅰ

安心できる地域
医療の確保

概ね順調 適切 概ね順調 Ⅰ

2
未来を担う子ど
もたちへの支援

概ね順調 概ね適切 概ね順調
2

保健・医療・福
祉提供体制の
回復

概ね順調 概ね適切 概ね順調

1

災害廃棄物等処理率（県処理分） － －

3
持続可能な社
会と環境保全の
実現

概ね順調 概ね適切 概ね順調 Ⅱ

1
被災者の生活
再建と生活環境
の確保

概ね順調 概ね適切 概ね順調

Ⅰ

3
だれもが住みよ
い地域社会の
構築

概ね順調

被災者の生活
環境の確保

概ね順調 概ね適切 概ね順調 Ⅰ

2
廃棄物の適正
処理

－ － －

1

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

施策の成果

【参　　考】

目標指標等の名称及び達成度

県民
意識
調査
結果

（２）宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画の体系

政
策
番
号

政策名
評価原案

政策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

政策の成果

施
策
番
号

施策名
評価原案

施策の成果
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公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の
執行状況

Ｂ

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数 Ｃ

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱
量

Ａ

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の
防護機能が確保された海岸数

Ｃ

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の
防護機能が確保された河川数

Ｃ

地震により土砂災害が発生した箇所におけ
る土砂災害防止施設整備率

Ａ

3
上下水道などの
ライフラインの
整備

概ね順調 概ね適切 概ね順調
緊急時バックアップ用の広域水道連絡管整
備事業の進捗率

Ａ Ⅰ

防災公園事業の着手数 Ａ

住宅等建築が可能となった被災市街地復興
土地区画整理事業地区数

Ａ

住宅等建築が可能となった防災集団移転促
進事業地区数

Ａ

災害復旧工事が完了した県立学校数 Ｂ

スクールカウンセラーの配置率（市町村教育
委員会・公立中学校・県立高等学校）

Ａ

地域合同防災訓練等，具体的な取組が実施
されている学校の割合

Ａ

家庭教育に関する研修会への参加延べ人
数

Ａ

地域学校安全委員会等の連絡会議を設置し
ている学校の割合

Ａ

災害復旧工事が完了した県立社会教育施
設・社会体育施設数

Ａ

被災文化財（国・県・市町村指定）の修理・修
復事業完了件数

Ａ

デジタル化する衛星系無線設備数 Ａ

災害拠点病院の耐震化完了数 Ａ

2
大津波等への
備え

概ね順調 適切 概ね順調 沿岸部の津波避難計画作成市町数 Ａ Ⅰ

3

自助・共助によ
る市民レベルの
防災体制の強
化

概ね順調 概ね適切 概ね順調
防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者
数

Ｂ Ⅰ

4
安全・安心な地
域社会の構築

概ね順調 適切 概ね順調 刑法犯認知件数 Ａ Ⅱ

○
○

○
○

○
○

○

防災機能の再
構築

概ね順調 要検討 順調 Ⅱ

「評価原案　政策の成果」は，政策を構成する施策の成果等から，進捗状況について「順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている」の4区分により評価しています。
「評価原案　施策の成果」は，本表に掲載している目標指標等の達成状況のほか，県民意識，社会経済情勢，施策を構成する事業の実績及び成果等を踏まえて，進捗状況について
「順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている」の4区分により評価しています。
宮城県行政評価委員会の判定は，県の「評価原案　政策・施策の成果」の妥当性について「適切・概ね適切・要検討」の３区分により判定されたものです。
県では「政策・施策を推進する上での課題と対応方針」について，政策・施策の進捗状況等を踏まえて評価していますが，記述方式で評価を行っているため，本一覧には県の評価状況
を掲載していません。また，宮城県行政評価委員会からは，県が示す課題と対応方針に対する意見を頂いています。具体的な内容については評価書を御覧ください。
「評価結果　政策・施策の成果」は，宮城県行政評価委員会の答申（判定及び意見）を踏まえて県の評価原案を見直し，最終的な評価を行った結果です。
目標指標等の達成度の区分は，次のとおりです。
　　Ａ：目標値を達成している(達成率100％以上）　Ｂ：目標値を達成しておらず，達成率80％以上100％未満　Ｃ：目標値を達成しておらず，達成率80％未満
　　Ｎ：（判定不能）実績値が把握できない等の理由で，判定できない。
県民意識調査結果の区分は，次のとおりです。
　　Ⅰ：満足群の割合40％以上かつ不満群の割合20％未満　Ⅱ：「Ⅰ」及び「Ⅲ」以外　Ⅲ：満足群の割合40％未満かつ不満群の割合20％以上

7
防災機能・治安
体制の回復

概ね順調 概ね適切 概ね順調

1

Ⅱ

3
生涯学習・文
化・スポーツ活
動の充実

概ね順調 概ね適切 概ね順調 Ⅱ

安全・安心な学
校教育の確保

概ね順調 適切 概ね順調 Ⅱ

2
家庭・地域の教
育力の再構築

概ね順調 概ね適切 概ね順調
6

安心して学べる
教育環境の確
保

概ね順調 概ね適切 概ね順調

1

4
沿岸市町をはじ
めとするまちの
再構築

概ね順調 Ⅲ

概ね順調 概ね適切 概ね順調 Ⅰ

2
海岸，河川など
の県土保全

やや
遅れている

適切
やや

遅れている
Ⅱ

【参　　考】

目標指標等の名称及び達成度

県民
意識
調査
結果

5
公共土木施設
の早期復旧

概ね順調 適切 概ね順調

1

道路，港湾，空
港などの交通基
盤の確保・整備
促進

施
策
番
号

施策名
評価原案

施策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

施策の成果

政
策
番
号

政策名
評価原案

政策の成果

県 の 評 価 原
案に対する宮
城 県 行 政 評
価 委 員 会 の
判 定

評価結果

政策の成果

概ね適切 概ね順調
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県民意見の反映状況について 

宮 城 県 

 平成３０年度に行った政策評価及び施策評価において，提出のあった意見の概要

及びその反映状況は，以下のとおりです。 

記 

１ 意見募集期間 

  平成３０年５月２１日（月）～平成３０年６月２１日（木） 

２ 意見提出件数 

  ４件（１人から提出） 

３ 意見の整理の考え方 

  政策ごとに意見を分類しました。 

４ 提出された意見の概要及び反映状況 

政策・施策名 意 見 の 概 要 評価結果 意 見 の 反 映 状 況 

１ 政策評価・施策

評価以外に関す

る意見 

・消費者目線の税の

負担方法について検

討してほしい。（低所

得者への条例に基づ

いた施策，2019 年 10

月の消費税導入に向

けての対策） 

－ 

・担当部局（総務部）に意見を送付し，

今後の業務の参考とさせていただきま

した。 

資 料 ２ 
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 政策・施策名 意 見 の 概 要 評価結果 意 見 の 反 映 状 況 

２ 【宮城県震災復

興計画】 

（政策番号５） 

公共土木施設の

早期復旧） 

 

（施策番号２） 

海岸，河川など

の県土保全 

 

 

 

 

 

（施策番号１） 

道路，港湾，空

港などの交通基

盤の確保・整備

促進 

 

・防潮堤の高さにつ

いて議論を要する。

（仙台圏から外れた

二市三町〔多賀城市〕

も含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿岸市町村，離島

の安全対策（道路の

県道の整備）につい

て進めてほしい。 

－ 

・県では，沿岸域を「湾の形状や山付

け等の自然条件」等から勘案して，一

連のまとまりのある海岸線に分割し防

潮堤整備の高さを設定しています。 

その設定方法は，それぞれの沿岸域

において，痕跡高や歴史記録・文献等

の調査で判明した過去の津波の実績

と，シミュレーションに基づくデータ

を用い，一定頻度「数十年から百数十

年に一度程度」で発生する津波の高さ

で設定するものと，高潮対策に必要な

高さを比較し，いずれか高い方で防潮

堤の高さを決めています。 

 

・県では，沿岸市町において，（主）相

馬亘理線（山寺，坂元工区）などの多

重防御の機能を有する道路や，（主）塩

釜七ヶ浜多賀城線（菖蒲田工区）（H29.7

開通）といった新市街地を接続する道

路など，新たなまちづくりを支援する

ための道路の整備を推進しておりま

す。 

また，離島の孤立解消に向けた災害

に強い道路整備として，大島架橋事業

を推進しております。沿岸市町や離島

における県道整備については，今後と

も完成に向けて着実に整備を推進して

まいります。 
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 政策・施策名 意 見 の 概 要 評価結果 意 見 の 反 映 状 況 

３ 【宮城県震災復

興計画】 

（政策番号４） 

農林水産業の早

期復興 

 

（施策番号３） 

新たな水産業の

創造 

 

・農業にかたよらな

い，漁業向けの就業

説明会等の開催はあ

るのか，予定を教え

てほしい。 

－ 

・平成２９年度に県主催としては初め

て漁業就業支援フェアｉｎ仙台を平成

２９年９月２日に開催しております。 

このことにつきましては，宮城の将

来ビジョン及び宮城県震災復興計画成

果と評価Ｐ３７８の評価番号３３番

「みやぎの漁業担い手確保育成支援事

業」として実施状況・成果を記載して

おります。 

また，漁業就業希望者の相談窓口と

しまして，平成２８年１０月に（公財）

宮城県水産振興協会内（七ヶ浜町）に

「宮城県漁業就業者確保育成センタ

ー」を設置し，漁業体験，漁業技術の

習得，就労までをワンストップで相談

できる窓口を開設しております。 

 

・平成３０年の漁業就業者支援フェア

の開催につきましては，平成３０年 

９月１日（土）に会場を仙台市内とし

て開催する予定であります。 

 このことにつきましては，宮城の将

来ビジョン及び宮城県震災復興計画成

果と評価Ｐ３７３の施策を推進する上

での課題と対応方針の対応方針❸に記

載しております。 

 

４ 【宮城の将来ビ

ジョン】 

（政策番号２） 

観光資源，知的

資産を活用した

商業・サービス

産業の強化 

 

（施策番号５） 

地域が潤う，訪

れてよしの観光

王国みやぎの実

現） 

 

・観光面について，

観光地の誘客方法を

もう少し効率よく検

討し，それなりの考

え 方 を 示 し て ほ し

い。 

－ 

・本県では，平成３０年３月に「第４

期みやぎ観光戦略プラン」を策定し，

４つの観光戦略プロジェクトを定めて

戦略的に施策を展開しております。 

その中の取組の 1 つとして，DMO（観

光地域づくりの中心となり，観光地経

営の視点に立って運営される組織。）の

設立支援等により，観光資源の魅力の

向上や受け入れ態勢の整備をはかるこ

とで，県内観光地への誘客を進めてま

いります。 

また，いただいたご意見については，

今後の業務の参考とさせていただきま

す。 
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Ⅲ 宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画

成果と評価

【本 編】



 



Ⅲ 宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画 成果と評価

【本 編】

本書は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項の規定により，平成２９年

度における主要な施策の成果に関する説明書として県政の成果をとりまとめるとともに，行政活

動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号）第１０条第１項及び同条例施行規則（平

成１４年宮城県規則第２６号）第１３条の規定により，平成３０年度に県が実施した，宮城の

将来ビジョン，宮城県震災復興計画及び宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の

体系に基づく２１政策，５６施策及び施策を構成する事業を対象とした政策評価・施策評価に

係る評価書をとりまとめたものです。

１ 構成及び凡例

本書では，宮城の将来ビジョン，宮城県震災復興計画及び宮城の将来ビジョン・震災復興・地

方創生実施計画の体系に基づき，政策・施策・事業の概要及び成果，評価結果並びに評価原案に

対する宮城県行政評価委員会の意見及び県の対応方針を掲載しています。

宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画では，３つの政策推進の

基本方向を細分化した１４の「課題」，宮城の未来をつくる３３の「取組」及び目標達成のため

の「個別取組」からなる体系を定めています。また，宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画

では，宮城県震災復興計画で示した分野別の復興の方向性における７分野ごとの「課題」，復興

を推進するための２４の「取組」及び目標達成のための「個別取組」からなる体系を定めていま

す。

なお，本書においては，それぞれの体系における「課題」を「政策」，「取組」を「施策」，「個

別取組」を「事業」として整理しています。

（１）政策・施策の概要，県の最終評価,宮城県行政評価委員会の意見,委員会意見に対する県の対

応方針

① 政策・施策の概要

本書では，政策・施策の概要として，政策については政策番号，政策名，取組内容及び

政策を構成する施策の状況を，施策については施策番号，施策名，施策の方向及び目標指

標等を掲載しています。また，政策を構成する施策の状況については，施策番号，施策の

名称，平成２９年度決算額（千円），目標指標等の状況及び施策評価を記載しています。

ア 平成２９年度決算額（千円）

本欄は，各施策を構成する事業の平成２９年度決算額（千円）の合計を記載していま

す。合計額は再掲事業を含めて集計しています。
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イ 目標指標等の状況

目標指標等とは，県の政策に関し，その政策を構成する施策を単位として，その長期

的な目標を定量的又は定性的に示す方法により設定したものです。

目標指標等の達成度は，政策，施策又は事業の県民生活及び社会経済に対する効果を

把握する方法の一つであり，評価対象年度（平成２９年度）における目標指標等の実績

値と目標値とを比較し，下記により分類しています。

【目標指標等の達成度の区分】

目標指標等の実績値が

Ａ：目標値を達成している（達成率100%以上）

Ｂ：目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満

Ｃ：目標値を達成しておらず，達成率が80%未満

Ｎ：（判定不能）実績値が把握できない等の理由で，判定できない

【達成率(%)】

フ ロ ー 型：実績値／目標値

ストック型：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）

ウ 施策評価

本欄は，宮城県行政評価委員会の答申を踏まえた，県の最終的な施策評価結果を記載

しています。

なお，評価の区分については，後段の②の「イ 施策評価関連」の【評価の区分】の

とおりです。

② 政策評価・施策評価

③の「宮城県行政評価委員会の意見（評価原案に対する意見）及び県の対応方針」に基

づき，最終評価を「政策・施策評価」欄及び「政策・施策を推進する上での課題と対応方

針」欄に記載しています。

ア 政策評価関連

政策評価は，２１の政策ごとに，政策を構成する施策の状況を分析し，「政策の成果」

を「順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている」の区分により評価するとともに，

政策を推進する上での課題と対応方針を総括し，大きな視点から県政の状況を把握する

ものです。
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【政策評価「政策の成果」に係る評価の区分】

順 調：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成

果等から見て，政策の成果が十分にあり，進捗状況が順調であると

判断されるもの

概 ね 順 調：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の

成果等から見て，政策の成果がある程度あり，進捗状況が概ね順調

であると判断されるもの

やや遅れている：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成

果等から見て，政策の成果があまりなく，進捗状況がやや遅れてい

ると判断されるもの

遅 れ て い る：政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の

成果等から見て，政策の成果がなく，進捗状況が遅れていると判断

されるもの

イ 施策評価関連

施策評価は，５６の施策ごとに，目標指標等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，

施策を構成する事業の実績及び成果等を分析し，「施策の成果」を「順調・概ね順調・

やや遅れている・遅れている」の区分により評価するとともに，施策を推進する上での

課題と対応方針を示すものです。

【施策評価「施策の成果」に係る評価の区分】

順 調：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標

等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等か

ら見て，施策の成果が十分にあり,進捗状況が順調であると判断さ

れるもの

概 ね 順 調：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指

標等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等

から見て，施策の成果がある程度あり,進捗状況が概ね順調である

と判断されるもの

やや遅れている：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標

等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等か

ら見て，施策の成果があまりなく,進捗状況がやや遅れていると判

断されるもの

遅 れ て い る：施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指

標等の達成状況，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等

から見て，施策の成果がなく,進捗状況が遅れていると判断されるもの
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③ 宮城県行政評価委員会の意見（評価原案に対する意見）及び県の対応方針

ア 判定及び意見

行政活動の評価に関する条例第８条の規定により，県の評価原案に対して調査・審議

が行われた２１政策５６施策について,宮城県行政評価委員会（政策評価部会）の答申の

内容（判定及び意見）を掲載したものです。

判定は，県の評価項目「政策・施策の成果」の妥当性について「適切・概ね適切・要

検討」の３区分により行われています。また，意見欄には，「政策・施策の成果」及び

「政策・施策を推進する上での課題と対応方針」の各々に付された意見が記載されてい

ます。

県の評価原案「政策・施策の成果」に対する判定の区分

適 切：県の評価原案について，評価の理由が十分であり，「政策・施策の成果」の

評価は妥当であると判断されるもの

概ね適切：県の評価原案について，評価の理由に一部不十分な点が見られるものの，「政

策・施策の成果」の評価は妥当であると判断されるもの

要 検 討：県の評価原案について，評価の理由が不十分で，「政策・施策の成果」の評

価の妥当性を認めることができず，県が最終評価を行うに当たり，評価内

容を検討する必要があると判断されるもの

イ 委員会意見に対する県の対応方針

本欄は，アの宮城県行政評価委員会の判定及び意見に対する県の対応方針を示すもの

で，「政策・施策の成果」に「概ね適切」又は「要検討」の判定が付されたもの及び「政

策・施策を推進する上での課題と対応方針」に意見が付されたものについて記載してい

ます。
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（２）施策を構成する事業一覧

① 「番号」欄

本欄は，施策を構成する事業について，施策ごとに１から順に事業に付した番号を記載

したものであり，宮城の将来ビジョン及び将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の

体系に基づく事業については，「宮城の将来ビジョン推進事業」と「取組に関連する宮城

県震災復興推進事業」のそれぞれで番号を付しています。

② 「事業番号等」欄

本欄は，施策を構成する事業の宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画及び

震災復興実施計画における掲載番号を記載したものです。

③ 「事業名」欄

本欄は，施策を構成する事業の名称を記載したものです。再掲事業については，事業名

の後に「（再掲）」と付しています。

④ 「担当部局・課室名」欄

本欄は，事業の担当部局・課室名を記載したものです。

⑤ 「平成２９年度決算額（千円）」欄

本欄は，各事業の平成２９年度の決算額を千円単位で記載したもので，「政策評価・施

策評価基本票」において見込額で記載した内容を更新し，整理したものです。

なお，宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画及び震災復興実施計画におい

て「非予算的手法」としている事業（予算額がゼロあるいは少額であっても，行政が有し

ている規制力，調整力，信用力などを発揮したり，県の財産，情報や職員のアイデアなど

を最大限活用することで大きな成果を上げていこうとするもの）については，本欄に「非

予算的手法」と記載し，その他の非予算的に取り組んだ事業及び事業主体が県以外の事業

については，「－」を記載しています。

⑥ 「事業概要」欄

本欄は，事業の概要を記載したもので，宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施

計画及び震災復興実施計画に掲載された個別取組の概要に基づき整理したものです。

⑦ 「平成２９年度の実施状況・成果」欄

本欄は，平成２９年度の事業の実施状況及び成果を記載したもので，「政策評価・施策

評価基本票」に記載した実施状況・成果の内容を更新し，整理したものです。

⑧ 「震災復興分野番号」欄

本欄は，震災復興実施計画における政策番号，施策番号（丸囲み）及び具体の取組番号

（白抜き黒丸囲み）を記載したものです。

２ 政策，施策又は事業の県民生活及び社会経済に対する効果並びにその把握の方法

政策，施策又は事業の県民生活及び社会経済に対する効果については，目標指標等の達成度，

県民の満足度等の情報，施策を構成する事業ごとに設定した指標の状況，社会経済情勢から見た

政策，施策又は事業の効果の分析等により把握しています。
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政策番号7

施策番号1 防災機能の再構築

目標
指標
等

1 デジタル化する衛星系無線設備数（局）［累計］
0局
(0%)

60局
(100%)

60局
(100%)

100.0%
(平成22年度) (平成29年度)

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

施策の方向

（「宮城の
将来ビジョン
・震災復興
・地方創生
実施計画」の
行動方針）

❶被災市町村の職員確保等に対する支援
◇ 膨大な事業量となっている被災市町村を支援するため，復興事業等に従事する職員の確保及び財政運営を支援する。
❷防災体制の再整備等
◇ 防災へリポートなど震災により被災した消防・防災施設等の復旧強化を行うほか，情報伝達・情報通信基盤の再構築を行う。ま
た，広域防災拠点の整備について，関係機関との調整を踏まえ，事業の推進を図る。
❸原子力防災体制等の再構築
◇ 東北電力女川原子力発電所周辺地域の防災体制を再構築するため，拡大した原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の
関係市町と連携を図るとともに，東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，全県的な放射能等監視施設及び原子
力防災対策拠点施設の整備を行う。
◇ 学校等も含めた全市町村での放射線測定など，県民の不安解消に向けた取組を行うとともに，食の安全・安心確保の観点から，
放射能検査体制を強化するなど，全庁的な原子力災害対応体制の再構築を図る。
❹災害時の医療体制の確保
◇ 災害時の医療提供体制を維持・確保するため，医療施設の耐震化を行うとともに，どのような災害にも適切な対応が取れるよう，
災害時の情報通信機能の充実強化や実践的な防災訓練等を行う。
❺教育施設における地域防災拠点機能の強化
◇ 全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点校となる小・中学校への防災教諭の配置を継続し，学校と地域が連携した防
災体制の強化に取り組む。
◇ 県立学校の防災機能強化に向け，備蓄倉庫等の整備や，学校，市町村，地域等の連携体制の推進等に引き続き取り組む。

(指標測定年度) (指標測定年度)

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

(平成29年度) (平成29年度)

Ａ
60局

(100.0%)

平成29年
県民意識調査

満足群の割合 不満群の割合
満足群・不満群
の割合による
区　　　　　分

　※満足群・不満群の割合による区分
　　　Ⅰ：満足群の割合40％以上
　　　　　　かつ不満群の割合20％未満
　　　Ⅱ：「Ⅰ」及び「Ⅲ」以外
　　　Ⅲ：満足群の割合40％未満
　　　　　　かつ不満群の割合20％以上

(満足＋やや満足) (やや不満＋不満)

45.3% 21.1% Ⅱ

16箇所
(100%)

100.0%
(平成22年度) (平成29年度) (平成29年度) (平成29年度)

2
災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］（分野
（２）①から再掲）

12箇所
(75.0%)

16箇所
(100%)

16箇所
(100%) Ａ
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469 261 331 322 227 175 100

必要人数 963 1,294 1,549 1,581 1,509 1,421 1,215

充足人数 494 1,033 1,218 1,259 1,282 1,246 1,115

・平成29年度県民意識調査をみると，高重視群78.5%と高く，県民の関心の高さがみてとれる。また，満足群45.3%と不満群21.1%の差は24.2%
で，前年度調査比1ポイント増となっており，県民から一定の評価が得られているものと考えられる。

・平成30年2月に，国の防災基本計画の修正や避難勧告等に関するガイドラインの改正等を反映し「宮城県地域防災計画」の修正を行った。
【主な修正点】
　①平成28年熊本地震及び平成28年台風10号災害の教訓等を踏まえた修正の反映
　②その他
・厚生労働省が実施した病院の耐震改修状況調査の結果によると，平成28年9月1日時点で，全国の災害拠点病院及び救命救急センターの
耐震化率は87.6%（前年84.8%）となっている。
・東日本大震災により，消防本部においては消防署所等77棟，消防車両43台，消防団においては，消防団拠点施設231棟，消防車両168台
に被害が生じた。
・平成30年3月末時点で，消防本部においては消防署所等93%，消防車両100%，消防団においては，消防団拠点施設75%，消防車両89%の復
旧状況である。
・沿岸市町が必要としている職員数の推移（平成24年度は6月1日現在，平成25年度以降は4月1日現在）

目標
指標
等

・一つ目の指標「デジタル化する衛星系無線設備数」は，平成26年度までに衛星系防災行政無線設備59局のデジタル化による復旧・更新が
完了している。残る1局は，被災した県防災ヘリコプター管理事務所であり，平成29年度に事務所の復旧に合わせて無線を整備したことから，
平成29年度の実績値は60局となる。
・二つ目の指標「災害拠点病院の耐震化完了数」は，計画期間中に3病院の耐震化を目標としており，平成28年度までに2病院（大崎市民病
院，青葉病院）の耐震化が完了している。平成29年度に残る1病院（気仙沼市立病院）の耐震化が完了した。

順調■　施策評価

評価の理由

県民
意識

社会
経済
情勢

事業
の成
果等

評価の視点※ 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させ
ることができたかという視点で，総合的に施策の成果を評価する。

・「❶被災市町村の職員確保等に対する支援」については膨大な事務量となっている被災市町村を支援するため，全国の地方公共団体や国
の職員のほか，本県の職員を派遣するなどしている。被災地の視察事業では，51団体から88人の参加を得，この事業の後，新規の派遣や派
遣の継続に繋がったケースもあり，概ね順調に推移していると考えられる。しかしながら，今後も膨大な復旧・復興事業が続く中，全国的に在職
数が少ない土木職等の専門職については，確保が困難な状況である。
・「❷防災体制の再構築」については，広域防災拠点の事業用地を取得したほか，県内7圏域に配置する圏域防災拠点で使用する通信機器
の購入や，圏域防災拠点開設運営マニュアルを策定した。さらに，消防団拠点施設の復旧については，平成29年度までは，国に対する財政
支援の要望活動により，市町が要望する予算が確保されているなど，順調に推移していると考えられる。
・「❸原子力防災体制等の再構築」については，平成29年11月14日及び23日に原子力防災訓練を実施したほか，原子力災害対策重点区域
を含む関係市町村全てにおいて，避難先自治体との間に広域避難に係る協定が締結されるなどの成果が出ており，順調に推移していると考
えられる。
・「❹災害時の医療体制の確保」については，大規模災害時医療体制整備事業や救急医療情報センター運営事業では，関西地域中心で行
われた政府総合防災訓練における当県のDMAT（災害派遣医療チーム）インストラクターの派遣経費を補助したほか，各種災害関連会議を実
施し，大規模災害時医療救護体制の強化に努めるなど，いずれも成果が出ており，順調に推移していると考えられる。
・「❺教育施設における地域防災拠点機能の強化」については，県立学校の避難所利用を希望する関係市町と各学校との間で，避難所の指
定に係る協議を継続して行い，平成29年度末時点で23市町45校と基本協定を締結するなど，全ての事業で成果が出ており，順調に推移して
いると考えられる。
・以上のとおり，施策を構成する事業の「❶被災市町村の職員確保等に対する支援」については，土木職等の専門職員の確保が困難な状況
であるものの，県民意識調査結果も向上し，他の事業においても一定の成果がみられている。目標指標も達成しており，事業も順調に進んで
いることから，施策全体としては「順調」と評価できる。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

不足人数
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-

県
の
対
応
方
針

施策の成果

　委員会の意見を踏まえ，目標指標の達成度の状況等を総合的に勘案し，「概ね順調」から「順調」に修正する。

施策を推進する上
での課題と対応方
針

-

■　宮城県行政評価委員会の意見　（評価原案に対する意見）及び県の対応方針

委
員
会
の
意
見

施策の成果

判定 　評価の理由が次のとおり不十分で，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価の妥当性を認めることができな
い。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。

　目標指標を達成しており，事業も順調に進んでいることから，施策評価を検討する必要があると考える。要検
討

施策を推進する上
での課題と対応方
針

・「❷防災体制の再整備等」について，圏域防災拠点の資機材やマニュア
ルの整備が進捗しており，今後は防災拠点で従事する職員のレベル向上
も必要となってくる。また，消防団拠点施設の復旧について，沿岸部の市
町では土地区画整理事業等の他事業と調整を図りながら整備する必要が
あるなどの理由により復旧に時間を要していることから，継続的な財源の
確保が必要となっている。

・圏域防災拠点について，研修や訓練等によりマニュアルの実効性を高
めるとともに，従事する職員のレベル向上を図っていく。
・消防団拠点施設の復旧について，市町には国の復旧費補助金制度等
の活用について適切に助言・指導するとともに，国には復旧に向けた財政
支援の継続を今後も要望していく。

・「❶被災市町村の職員確保等に対する支援」について，震災から7年が
経過し，記憶の風化が懸念される中で，全国的に大規模な災害の発生や
行財政改革等に伴う厳しい定員管理計画等により，全国自治体からの派
遣職員が減少しており，職員確保がより困難となってきている。また，任期
付職員の採用についても，絶対数の少ない土木職等の専門職は採用困
難な状況であり，職員確保には限界がある。

・全国各都道府県訪問による職員派遣要請及び昨年度に引き続き被災
地の視察事業による職員派遣の効果と必要性を訴える他，県外の人材確
保を目的とした沿岸市町の合同任期付職員採用試験等により任期付き職
員の確保を支援する。

施策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針

評価の視点 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させ
ることができたかという視点で，総合的に施策の成果を評価する。

－441－



Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｎ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｎ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｎ

Ｂ

Ｂ

Ａ

○「基本目標に対する評価」は，本表に掲載している数値目標，重要業績評価指標（ＫＰＩ）及び「施策の成果」のほか，施策を構成する事業の実績及び成果等を踏まえて総
合的に評価しています。

○数値目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成度の区分　Ａ：目標値を達成している(達成率100％以上）　Ｂ：目標値を達成しておらず，達成率80％以上100％未満　Ｃ：目
標値を達成しておらず，達成率80％未満　　Ｎ：（判定不能）実績値が把握できない等の理由で，判定できない。

地域再生計画の認定数（件）［累計］

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］

商店街再生加速化計画策定数（件）［累計］
4

時代に合った地域をつくり，
     安全・安心な暮らしを守る

概ね順調

数値目標

(1)中山間地域等における「小さな拠点」やコンパクトシティの
    形成とふるさとづくりの推進
(2)地域における経済・生活圏の形成
(3)分散型エネルギーの推進と関連産業の育成
(4)住民が地域防災の担い手となる環境の確保
(5)安全で安心して暮らせる地域社会の構築

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回）

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算）（ＴＪ）

自主防災組織の組織率（％）

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数（人）

刑法犯認知件数（件）

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（企業・団体）（団体）

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（個人）（人）

子育てサポーター養成講座受講者数（人）［累計］

宮城県庁における男性職員の育児休業取得率（％）

保育所等利用待機児童数（人）

育児休業取得率（男性）（％）

育児休業取得率（女性）（％）

(1)若い世代の経済的安定
(2)結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
(3)子育て支援の充実
(4)仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現（「働き方
    改革」）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）3

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
やや

遅れている

数値目標

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたＵＩＪターン就職者数（人）［延べ］

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

(1)地方移住の推進
(2)企業の地方拠点強化，企業等における地方採用・就労の拡大
(3)地元大学等の活性化
(4)県外避難者の帰郷支援

企業立地件数（件）［累計］2

宮城県への移住・定住の流れをつくる
やや

遅れている

数値目標

産学官連携数（件）［累計］

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校率（％）

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離（ポイント）

企業集積等による雇用機会の創出数（人）［累計］

正規雇用者数（人）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

情報関連産業売上高（億円）

企業立地件数（開発系ＩＴ企業（ソフトウェア開発企業））（社）［累計］

サービス業の付加価値額（億円）

1

安定した雇用を創出する

概ね順調

数値目標

創業や経営革新の支援件数（件）［累計］

県が関与する高度人材養成事業の受講者数（人）［累計］

高年齢者雇用率（％）

(1)地域産業の競争力強化
(2)人材環流・人材育成及び雇用対策
(3)ＩＣＴ等の利活用による地域の活性化

仙台空港乗降客数（千人）

介護職員数（人）［累計］

第一次産業における新規就業者数（人）

新規高卒者の就職内定率（％）

宮城県地方創生総合戦略の評価（一覧表）

目
標
番
号

基本目標
基本目標に対する

評価
（総括）

【参　　　考】

数値目標
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

目
標
指
標
等
の
達
成
度

参考資料１
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